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答申に当たって 

 

平塚市では、平成１５年７月１日に平塚市情報公開条例を施行し、市民の知る権利

を尊重し、市政に対する市民の理解及び信頼を深め、市政の運営に寄与することを目

的に平塚市の保有する情報の公開を行っています。 

一方、個人情報の保護に関しては、平成１７年４月に個人情報の保護に関する法律

等関連５法が全面施行されたことなどを契機として、平塚市長から平塚市個人情報保

護運営審議会に「個人情報保護制度の充実について」の諮問が行われました。 

このため、平塚市個人情報保護条例との整合性を図る目的などで、平成１８年 ７月

２１日に平塚市長から当審査会に対して「情報公開制度の充実について」の諮問を受

けました。 

そこで、当審査会では、主に指定管理者の扱い、罰則規定のあり方などについて鋭

意検討を進め、平成１８年１１月には「中間報告」としてとりまとめ、これを発表し、広く市

民の皆様などのご意見を求めました。 

当審査会では、市民の皆様などから寄せられたご意見を参考のうえ、この答申をとり

まとめました。今後、平塚市では、この答申をもとに条例改正等を行い、情報公開制度

の充実の推進に努めることを期待するものです。 

  

 

 

 

 

 

 平成１８年１２月１５日 

 

 

 

平塚市情報公開審査会 

会  長   玉 巻 弘 光 
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第１章 情報公開制度の見直しの背景 

第１節 個人情報保護制度の見直しとの整合性 

 

 平成１７年４月に個人情報保護関連５法が全面施行されました。 

 

※個人情報保護関連５法と個人情報保護条例との関係 

【民間部門に対する規定の部分】 

 ○個人情報取扱事業者の義務 など 

個   

人  【基本的 

情  な部分】 

報    

の 

保 ○基本理念

護 ○国、自治

に 体の責務、 

関 施策など   

す 

る 

法 

律 

 

 

 

 平成１７年５月、平塚市情報公開審査会及び平塚市個人情報保護審査会から平

塚市個人情報保護運営審議会に対して、「平塚市個人情報保護条例の改正案の検討

に当たって（依頼）」を提出しました。 

 

 

本市の情報公開制度の改善に当たって、当審査会では個人情報保護条例との整

合性を図りつつ、市民の知る権利を尊重し、市政を市民に説明する責務が全うされ、

平塚市情報公開条例（以下「条例」という。）第１条に規定する目的が達成されるよう

検討いたしました。 

 

 

→民間 

 

 

 

→行政機関、

独立行政 

法人等 

 

 

 

→地方 

自治体 

 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

 ○国の行政機関の義務 など 

情報公開・個人情報保護審査会設置法 

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施 

行に伴う関係法律の整備等に関する法律 

平塚市個人情報保護条例 （平成７年７月施行） 

 ○本市の実施機関の義務 など 

分野ごとの

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等 
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第２節 情報公開制度の見直しの検討に当たっての基本的な考え方 

 

 本市の情報公開制度の改善に当たって、当審査会では個人情報保護条例と

の整合性を図りつつ、条例第１条に規定する目的が達成されるよう、指定管理者

の扱い、罰則規定のあり方を中心に検討いたしました。 

 

 

【１】 情報公開法、設置法を参考 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び平成１５年５月に施行された国

の情報公開・個人情報審議会の設置及び組織並びに調査審議の手続き等を定めた、

情報公開・個人情報保護審査会設置法を参考にしました。 

 

 

【２】 刑法、地方公務員法等の法律等を参考 

地方公務員（特別職・一般職）に適用される秘密を守る義務とその罰則について、刑

法、地方公務員法、神奈川県や県内各市等の情報公開条例等を参考にしました。 

 

 

【３】 個人情報保護条例を参考 

情報公開制度は個人情報保護制度と密接な関係にあり、指定管理者の扱いは統一

されることが望ましい点もあるため、平塚市個人情報保護条例の見直しを参考にしまし

た。 

 

 

【４】 神奈川県等の情報公開条例、個人情報保護条例を参考 

指定管理者等に対する所要の施策を講ずるうえで、神奈川県や県内各市等の情報

公開条例、個人情報保護条例を参考にしました。 

 

 

【５】 国、他の地方公共団体における制度運用実例を参考 

     情報公開制度の運用に関しては、その制度趣旨に照らして、好ましくない事例も見受 

けられることから、それへの対応策の要否について、他の運用実例を参考にしました。 
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第２章 情報公開条例の改善すべき事項 

第１節 指定管理者 

 指定管理者が取り扱う情報公開について 

 平塚市では、市が出資その他財政上の援助を行う法人であって、実施機関が

定めるものは、条例第３２条において情報の公開を定めている。指定管理者が公

の施設の管理を行う場合には、条例の出資法人に関する規定により、情報公開

の取扱いをすることが適切である。 

  平塚市では、市が出資その他財政上の援助を行う法人であって、実施機関が定めるもの

に関し、条例第３２条において、その取り扱う情報の公開のあり方について定めている。 

   今回、検討対象とした指定管理者制度は、地方自治法の一部改正により平成１５年度か

ら導入されたもので、地方公共団体が指定する法人その他の団体（「指定管理者」）に公の

施設の管理運営を代行させる制度である。 

   指定管理者は、公の施設の使用許可等に係る行政処分を行う権限を有し、その管理運

営について市政を代行するものであり、その担当する業務は本来的には市の業務そのもの

である。それ故、指定管理者は、市と同様にその事務事業について市民に対し説明責任を

果たさなければならず、条例の適用について、実施機関と同等の位置に置かれる必要があ

るというべきである。しかし、指定管理者制度の導入は民間活力を活用することにより行政効

率を高め、行政コストを引き下げようとするものであるから、情報公開条例の適用が民間に対

する参入障壁となることは避けなければならない。 

以上の背反する必要を総合考慮すると、指定管理者が市から指定を受けた業務に係る情

報の公開は、出資法人における情報公開に関する条例第３２条の規定と同様の方法により

行うことが適切であると考える。ただし、実施機関は、指定管理者の管理する公の施設に係

る情報公開について、実施機関自らが運営する場合の情報公開よりも後退したものとならな

いよう、出資法人に係る場合以上に十分な配慮をすることが必要であると考える。 

第２節 罰則 

 罰則規定について  

 情報公開審査会の委員（これらの者であった者を含む。以下同じ。）について、

罰則規定を設けることは不要である。 

  平塚市では、条例第１８条第５項で情報公開審査会の委員の守秘義務を定めているが、

当該義務に違反した場合の罰則規定は設けられておらず、守秘義務規定の実効性が問わ

れることは否めない。しかし、平成１４年に現行条例の原案について当審査会が答申するに

当たっては、罰則規定の要否についても慎重審議しており、その答申を基礎に条例案が議

会に提出され、可決成立したという経緯、そして現行条例施行後３年間に、罰則の要否につ

いて改めて検討を迫る問題が生じ又は生じる可能性が認められる事態には至っておらず、

未だ当時の判断を覆す必要が生じているとはいえない。 
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確かに、国では、情報公開・個人情報保護審査会設置法が、委員に守秘義務を課し（第

４条第８項）、その違反に罰則（第１８条）を設けている。同法が、インカメラ審理の権限を有

する審査会の委員が秘密を守ることに対する国民及び行政機関の信頼の確保を重視する

観点から罰則規定を設けていることからすれば、同様の権限を有する本市情報公開審査会

の委員についても、これに準じた罰則を設けるという考えもあり得る。 

   しかし、審査会が扱う情報について、国レベルでは防衛・外交・治安等の機密情報を、県

レベルでは治安・捜査情報を扱っている等、その扱う情報の性格が大きく異なることは看過

されてはならない。このこともあってか、県内各市においても、審査会委員の守秘義務違反

に罰則をもって対応するか否かについて判断が割れており、そこに一定の傾向は認められ

ず、このことは県外の市町村においても同様である。 

上述のことや、審査会がインカメラ審理で扱う情報は一般職の公務員が日常的に扱う膨

大な情報の内の極一部に限られること、審査会委員が備えるべき資質等をも総合考慮する

と、未だ本市条例に罰則規定を付加する改正を行うべき必要性を見出すことはできない。 

第３節 その他 

 制度趣旨に適合した制度利用の確保について  

 情報公開制度の一層の適正利用を図るため、公開手数料等のあり方につい

て、現時点では具体的に審査会としての見解を示せる段階には至っていない

が、制度趣旨を逸脱した利用を効果的に制御する方策を導入すべきであると考

える。 

情報公開制度の運営には膨大な税金が投入されている。それは代表民主制の維持に必

要なコストとして受け入れられるべきものであって、コスト削減のために制度そのものが損な

われるようなことは断じてあってはならない。しかし制度の趣旨を超えた（ときには濫用とも思

われる）利用により、本市の財政に過大な負担が生じている面があることも事実である。 

確かに、正当な情報公開制度の利用か否かを的確に区別することは困難であるが、例え

ば明らかに営利目的と判断される公開請求への対応に税金をつぎ込むことは、制度へのた

だ乗りを許すものというべきであって、このような場合には公開に要する行政コストは原則とし

て請求者に負担させることが可能な制度を導入する方向で検討を進める必要があると考え

る。その際参考とされるべき一例は、情報公開制度生成の母国であるアメリカ合衆国の

FOIA である。 

もっとも、現状の問題については、条例第１条（目的）、第４条（行政文書の公開を請求で

きるもの）、第２５条（利用者の責務）、第２９条（行政文書の任意的公開）の趣旨を的確に理

解し、制度を運用することにより、ある程度対応することが可能であると考える。 

 

［用語説明］ 

 「FOIA」 ：米国情報自由法 
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第３章 資料編 

・ 諮問書 

１８平情相第 5079 号 
平成１８年（２００６年）７月２１日 

 
 
平塚市情報公開審査会 

会長  玉巻 弘光 様 
 

平塚市長 大藏 律子 
 
 
情報公開制度の充実について（諮問） 

 
「平塚市情報公開条例」につきましては、平成１５年７月１日に施行して以来、市民

の知る権利を尊重し、市政に対する市民の理解及び信頼を深め、市政の運営に寄与する

ことを目的として、情報公開の取扱い及び行政文書の公開を求める権利の保障をするた

めの重要な役割を果たしてまいりました。 
この間、貴審査会から情報公開の取扱いに係る答申をはじめ、制度の運用について御

意見等をいただき、この条例を適正に運用できましたことを深く感謝いたします。 
このたび、平塚市個人情報保護条例の見直しに伴い、個人情報保護条例との整合性な

ど、情報公開条例を見直すことといたしました。 
つきましては、貴審査会に次の事項について御審議いただきたく、同条例第１８条第

２項の規定に基づき、諮問いたします。 
諮問事項 
情報公開制度の充実について 
（１） 制度に関し必要な事項 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

印 
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･ 答申に至るまでの経過 

日付 内容 

平成１８年７月２１日 諮問 

平成１８年８月２３日 第３５回平塚市情報公開審査会 

   ・審議（指定管理者・罰則規定） 

平成１８年９月２５日 第３６回平塚市情報公開審査会 

   ・審議（指定管理者・罰則規定） 

平成１８年１０月１６日 第３７回平塚市情報公開審査会 

   ・審議（指定管理者・罰則規定） 

平成１８年１１月２２日 第３８回平塚市情報公開審査会 

   ・審議後中間報告 

平成１８年１２月１５日 第３９回平塚市情報公開審査会 

   ・審議後答申 

   

･ 市民等から寄せられた意見と審査会の考え方 

「平塚市情報公開制度の充実について 中間報告」について、市長への答申の検討を

進めるために、「市民」の皆様からご意見をうかがいました。また、このほか市の新しい施

策などについて、自身の考えや地域の人の建設的な意見、考えなどを知らせていただい

ている「市政モニター」の皆様、この条例に係る多くの規定の適用を受ける「実施機関」か

らもご意見をいただきました。貴重なご意見を頂戴し、誠にありがとうございます。 

    当審査会は、いただいたご意見を検討し、次のとおり考え方をまとめるとともに、答申に

反映させていただきました。 

 

※ ご意見をうかがった時期、方法 

「市民」 平成１８年１１月２８日（火）から平成１８年１２月１２日（火）までの２週間、

広報ひらつか及び市ホームページへの掲載並びに公共施設（市政情

報コーナー、公民館ほか３４箇所）への配置により広報し、郵送、ＦＡＸ

及び電子メールにて受け付けました。 

「 市 政 モ ニ タ

ー」 

平成１８年１１月２４日（金）付けで各モニターに郵送し、平成 １８年１２

月１２日（火）まで受け付けました。 

「実施機関」 平成１８年１１月２４日（金）付けで各課長に送付し、平成１８年１２月１２

日（火）まで受け付けました。 
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※ いただいたご意見とそれに対する審査会の考え方 

NO 意 見 等 の概 要 審査会の考え方 

１ 情報公開制度の理解を職員に徹底

させてほしい。 

現在も定期的に研修を実施しておりますが、審査

会としてもその点に十分に配慮いたします。 

２ 営利目的の開示請求に実費を請求

するのはわかるが、判断は恣意的

にならないようにしてほしい。 

ご意見の趣旨を尊重し、今後検討すべきであると

考えます。 

３ ある県では行政文書を廃棄した場

合、不存在の決定通知書は送付さ

れるが不服申立ては出来なかった

と聞いた。 

本市においては不服申立てができます。ご安心く

ださい。 

４ 実行委員会の領収書などの公開に

ついては公開すべきだ。 

実行委員会から本市へ報告があるなど、取得した

行政文書は情報公開の対象となります。 

５ 公人の情報、法人の情報は基本的

に開示すべきである。 

本市の情報公開条例においても基本的には公開

の対象となっております。 

６ 審査会委員は審査会前までに十分

予習をしていただきたい。 

ご意見の趣旨を尊重してまいります。 

７ 営利目的と思われる大量の行政文

書公開請求の対応について、情報

公開の制度趣旨を逸脱した利用を

効果的に制御する方策の具体的な

検討と早期導入をお願いしたい。 

ご意見の趣旨を尊重し、検討すべき課題であると

考えます。 

8 情報公開審査会委員及びこれらの

者であった者に対する罰則規定の

必要性を望みます。 

ご意見の趣旨を真摯に受け止め、情報公開審査

会委員として、市民の信頼を得られるよう責任と自

覚をもってまいります。 

９ 営利目的の公開請求について、公

開する場合には営利目的での請求

者の負担を重くする必要があると思

われる。 

ご意見の趣旨を尊重し、検討すべき課題であると

考えます。 

10 指定管理者に対し、監査請求が出

来る制度を市の条例に設ける必要

がある。 

ご意見の趣旨を尊重し、指定管理者の情報公開

を推進すべきであると考えます。 

11 実施機関が行政文書を適切に管理

するために、文書管理規定等を見

直すこと。 

条例第２７条（行政文書の管理等）の趣旨を尊重

し、その実効性が図られるよう市に求めています。
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・ 平塚市情報公開審査会委員名簿 （平成１８年１２月現在） 

 氏    名 現 職 等 

会    長 玉巻 弘光 東海大学法学部教授 

  会 長 職 務 

代 理 者 

池端 忠司 神奈川大学法学部教授 

委    員 石川 貞夫 元神奈川県県政情報室長 
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・ 平塚市情報公開条例 

第１章 総則 

 (目的) 
第１条 この条例は、地方自治の本旨に即した市政を行う上において、市民の知る権利を尊重し、

市政を市民に説明する責務が全うされるようにすることが重要であることにかんがみ、行政文書

の公開を求める権利を明らかにすることにより、市民参加による公正で一層開かれた市政の実現

を図り、もって市政に対する市民の理解及び信頼を深め、市政の運営に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。 

２ この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、

図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用い

るものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

（１） 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 

（２） 図書館、博物館、美術館その他これらに類する市の施設において、当該施設の設置目的

に応じて収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図画その他の資料であって、現

に一般の利用に供することが予定されているもの 

（３） 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機

関が定めるもの 

（この条例の解釈及び運用） 

第３条 実施機関は、行政文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈

し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人の秘密、個人の私生活そ

の他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮

をしなければならない。 

第２章 行政文書の公開 
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（行政文書の公開を請求できるもの） 

第４条 次に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、その保有に係

る行政文書の公開（第６号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る行政文書の公

開に限る。）を請求することができる。 

（１） 本市の区域内に住所を有する者 

（２） 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

（３） 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

（４） 本市の区域内に存する学校に在学する者 

（５） 本市に対して納税義務を負うもの 

（６） 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの 

（行政文書の公開義務）   

第５条 実施機関は、行政文書の公開の請求（以下「公開請求」という。）があったときは、公

開請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報（以下「非公開情報」という。）

が記録されている場合を除き、当該行政文書を公開しなければならない。 

（１） 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定

の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできない

が、公開することにより、個人の権利利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げ

る情報を除く。 

  ア 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は 

謄本、抄本等の交付が認められている情報 

  イ 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 

  ウ 公務員等（国家公務員法(昭和２２年法律第１２０号)第２条第１項に規定する国家公務

員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独立

行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の

保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する

独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。）の役員及び職員、地方公務員法(昭和

２５年法律第２６１号)第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立

行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をい

う。以下この条において同じ。）の役員及び職員をいう。）の職務の遂行に関する情報のう

ち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る情報。ただし、当該公務

員等の氏名に係る部分を公開することにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に害

すると認められる場合にあっては、当該部分を除く。 

  エ 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作

成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの 

  オ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認

められる情報 

（２） 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。

以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であ
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って、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護する

ため、公開することが必要であると認められる情報を除く。 

（３） 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国若しくは他の地方公共団体（以下「国

等」という。）の機関、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人との間における審議、

検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれると認められるもの、不当に市民の間に混乱を生じさせ

ると認められるもの又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認めら

れるもの 

（４） 市の機関、国等の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関

する情報であって、公開することにより、次に掲げる支障を生じると認められるものその

他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の公正かつ適正な遂行を不当に妨げると

認められるもの 

  ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違

法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするもの 

  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国等、独立行政法人等又は地方独立行政法

人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するもの 

  ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するもの 

  エ 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保を不当に阻害するもの 

  オ 市若しくは国等が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関

し、その企業経営上の正当な利益を不当に阻害するもの 

（５）  実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、 

個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件

を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。

ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であ

ると認められる情報を除く。 

（６） 公開することにより、人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全

と秩序の維持に支障を生ずると認められる情報 

（７） 法令等の規定又は法律若しくはこれに基づく政令による明示の指示（地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４５条第１号ヘに規定する指示その他これに類する行為をい

う。）により、公開することができないとされている情報 

（部分公開） 

第６条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報とそれ以外の情報とが記録されて

いる場合において、当該非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、行政文書の公開を

請求する趣旨を損わない程度に合理的に分離することができるときは、当該非公開情報が記

録されている部分を除いて、当該行政文書を公開しなければならない。 

２ 公開請求に係る行政文書に前条第１号に該当する情報（特定の個人が識別され、又は 

識別され得るものに限る。）が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人
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が識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個

人の権利利益が害されるとは認められないときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に

含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

（公益上の理由による裁量的公開） 

第７条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報が記録されている場合であっても、

公益上特に必要があると認めるときは、当該行政文書を公開することができる。 

（行政文書の存否に関する情報） 

第８条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、

非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしない

で、当該公開請求を拒むことができる。 

２ 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、速やかに第１８条第１項に規定

する平塚市情報公開審査会に対し、その旨を報告しなければならない。 

（公開請求の手続） 

第９条 公開請求をしようとするものは、当該公開請求に係る行政文書を管理している実施機関

に対し、次に掲げる事項を記載した書面（以下「請求書」という。）を提出しなければならな

い。 

（１） 公開請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人そ

の他の団体にあっては、その代表者の氏名 

（２） 公開請求に係る行政文書の内容 

（３） その他実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの（以下「請

求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合に

おいて、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければなら

ない。 

（公開請求に対する決定等） 

第１０条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して１５日

以内に、当該公開請求に対する諾否の決定（以下「諾否決定」という。）を行わなければなら

ない。ただし、前条第２項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数

は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、前項の規定により諾否決定をしたときは、請求者に対し、その旨を書面により

速やかに通知しなければならない。 

３ 前項の場合において、公開請求に係る行政文書の全部又は一部の公開を拒むとき（第８条の

規定により公開請求を拒むとき及び公開請求に係る行政文書を実施機関が保有していないと

きを含む。）は、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該行政文

書の公開を拒む理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明

らかにしなければならない。 

４ 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第１項に規定する期間を公

開請求があった日から起算して６０日以内に限り延長することができる。この場合において、
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実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなけ

ればならない。ただし、実施機関は、当該公開請求に係る行政文書が一の文書であっても、合

理的にその文書を分割することにより第１項に規定する期間内に諾否決定をすることが可能

となる部分があるときは、その部分について、第１項に規定する期間内に諾否決定をするよう

に努めなければならない。 

５ 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して６０日

以内にそのすべてについて諾否決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずると認

められる場合には、第１項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文

書のうちの相当の部分につき当該期間内に諾否決定をし、残りの行政文書については相当の期

間内に諾否決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第１項に規定する期間内に、

請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

（１） この項の規定を適用する旨及びその理由 

（２） 残りの行政文書について諾否決定をする期限 

６ 実施機関が第１項、第４項又は前項の規定により諾否決定を行わなければならないとされて

いる期間内に諾否決定を行わない場合は、請求者は、公開請求に対する全部非公開の決定があ

ったものとみなすことができる。 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１１条 公開請求に係る行政文書に市以外のもの（以下「第三者」という。）に関する情報が

記録されているときは、実施機関は、諾否決定をするに当たって、当該第三者に対し、公開請

求に係る行政文書の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与

えることができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、

公開請求に係る行政文書の内容その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を

提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この

限りでない。 

（１） 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該

情報が第５条第１号オ、同条第２号ただし書又は同条第５号ただし書に規定する情報に該

当すると認められるとき。 

（２） 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第７条の規定により公開しようとする

とき。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の

公開に反対の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した場合において、

公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日の間に少なくとも２週間を置かなけ

ればならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第

三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなけ

ればならない。 

 （行政文書の公開の実施） 

第１２条 実施機関は、公開決定をしたときは、請求者に対し、速やかに、行政文書の公開をし
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なければならない。 

２ 行政文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録につい

てはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関の定める方法により行うものとする。 

３ 実施機関は、公開請求に係る行政文書の公開をすることにより、当該行政文書を汚損し、又

は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわら

ず、当該行政文書の公開に代えて、当該行政文書を複写したものにより、これを行うことがで

きる。 

（他の法令等による公開との調整） 

第１３条 他の法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められ

ている行政文書にあっては、当該他の法令等が定める方法（公開の期間が定められている場合

にあっては、当該期間内に限る。）と同一の方法による公開については、この章の規定は適用

しない。 

（費用負担） 

第１４条 この条例に基づく行政文書の公開の請求に係る手数料は、無料とする。 

２ 請求者は、当該行政文書（第１２条第３項の規定により行政文書を複写したものを含む。）

の写し等の交付に要する費用を負担しなければならない。 

第３章 不服申立て 

（審査会への諮問等） 

第１５条 諾否決定（第８条の規定により公開請求を拒むとき及び公開請求に係る行政文書を実

施機関が保有していないときを含む。）について、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに係る決定又は裁決をすべき実施機関

は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、平塚市情報公開審査会に諮問し、

その議を経て、当該不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならない。 

（１） 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 

（２） 不服申立てに対する決定又は裁決で、諾否決定（公開請求に係る行政文書の全部を公開

する旨の決定を除く。以下この号及び第１７条において同じ。）を取り消し、又は変更し、

当該不服申立てに係る情報の全部を公開することとするとき。ただし、当該諾否決定につ

いて第三者の反対意見書が提出されているときを除く。 

２ 実施機関が前項第２号により審査会に諮問することなく不服申立てに対する決定又は裁決

を行ったときは、当該不服申立てに関する概要を審査会に報告しなければならない。 

 （諮問をした旨の通知） 

第１６条 前条の規定により審査会に諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）は、

次に掲げるものに対し、諮問した旨を通知しなければならない。 

（１） 不服申立人及び参加人 

（２） 請求者（請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

（３） 当該不服申立てに係る諾否決定について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が不

服申立人又は参加人である場合を除く。） 

 （第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続） 
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第１７条 第１１条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合に

ついて準用する。 

（１） 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決 

（２） 不服申立てに係る諾否決定を変更し、当該諾否決定に係る行政文書を公開する旨の決定

又は裁決（第三者が反対意見書を提出している場合に限る。） 

第４章 平塚市情報公開審査会  

 （情報公開審査会） 

第１８条 第１５条に規定する不服申立てについて、実施機関の諮問に応じて調査審議するため、

平塚市情報公開審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、前項に規定するもののほか、行政文書の公開に関する重要事項について、実施機

関の諮問に応じて調査審議して答申するほか、実施機関に意見を建議する。 

３ 審査会は、市長が委嘱する委員５人以内をもって組織する。 

４ 委員の任期は２年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

 （審査会の調査権限等） 

第１９条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、諾否決定に係る行政文

書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示され

た行政文書の公開を求めることはできない。 

２ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、諾否決定に係る行政文書に記

録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査

会に提出するよう求めることができる。 

３ 諮問実施機関は、審査会から前２項の規定による求めがあったときは、これを拒んではなら

ない。 

４ 第１項及び第２項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立

人、参加人又は諮問実施機関（以下「不服申立人等」という。）に意見、説明若しくは資料の

提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実及び意見を陳述させること又は必要

な調査をすることができる。 

 （意見書等の提出） 

第２０条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書、説明書又は資料（以下「意見書等」という。）

を提出することができる。ただし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、

その期間内にこれを提出しなければならない。  

（意見の陳述） 

第２１条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に、口頭で意見

を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、

この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に
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出席することができる。 

 （審査手続の非公開） 

第２２条 審査会の行う第１８条第１項の調査審議の手続は、非公開とする。ただし、不服申立

人及び参加人が口頭で行う意見陳述に関しては、当該陳述人が希望し、かつ、審査会が適当と

認めるときは、公開をすることができる。 

 （答申書の送付） 

第２３条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは遅滞なく、答申書の写しを不服申立人及び

参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

 （規則への委任） 

第２４条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要

な事項は、規則で定める。 

第５章 補則 

 （利用者の責務） 

第２５条 この条例の規定により行政文書の公開を請求しようとするものは、第１条に規定する

目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政文書の公開を受けたときは、それによって得

た情報をこの条例の目的の範囲を逸脱するような目的で利用してはならない。 

 （行政文書の適切な作成及び取得） 

第２６条 実施機関は、第１条に規定する市民に対する市政についての説明責任を尽くし、もっ

て適正に行政目的を達成するため、その所管する行政事務に関し、適切かつ確実に行政文書を

作成し、取得するように努めなければならない。 

（行政文書の管理等） 

第２７条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理し

なければならない。 

２ 実施機関は、行政文書の作成、分類、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に

関する必要な事項を定めるとともに、これを公にしておかなければならない。 

３ 実施機関は、その定めるところにより、行政文書の目録（電磁的記録の目録を含む。）を作

成し、これを一般の閲覧に供しなければならない。 

４ 実施機関は、行政文書が、市の文書取扱いに関する定めによる文書管理保存の対象とならな

くなった後においても、管理保存対象であったときに、現にこの条例による公開請求が行われ

ているか、又は公開請求が行われる可能性が認められる場合には、当該行政文書の保存を継続

しなければならない。 

 （利用支援情報の提供等） 

第２８条 実施機関は、行政文書の公開を請求しようとするものが、容易かつ的確に公開請求を

行うことができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他公

開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 （行政文書の任意的公開） 

第２９条 実施機関は、第４条の規定により行政文書の公開を請求できるもの以外のものからの

行政文書の公開の申出があった場合は、第２章の規定を準用して、その申出に応ずるよう努め
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るものとする。 

 （情報の提供） 

第３０条 実施機関は、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が容易に得られるようにす

るため、その保有する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 

２ 実施機関は、この条例による公開請求を受けて公開した行政文書又はそれと同種の行政文書

であって、市民に説明責任を果たす上で公表することが望ましいと認められるものについて、

その情報を積極的に提供するものとする。 

 （会議の公開） 

第３１条 地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関

及び実施機関が設置したこれに準ずる機関（以下「審議会等」という。）の会議は、公開する

ものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。 

（１） 他の法令等に特別の定めがある場合 

（２） 非公開情報に該当する事項を審議する場合 

（３） 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる

場合で、審議会等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合 

 （出資法人等の情報公開） 

第３２条 市が出資その他財政上の援助を行う法人であって、実施機関が定めるもの（以下「出

資法人等」という。）は、この条例の趣旨にのっとり、情報の公開に努めなければならない。 

２ 実施機関は、出資法人等の情報を適切に収集し、整理し、及び保存するとともに、出資法人

等の情報の公開が推進されるよう必要な施策を講じなければならない。 

３ 出資法人等は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する文書、図画及び電磁的記録の公開

について、公開の申出の手続、公開の申出に係る回答に対して異議の申出があったときの手続

その他必要な事項を定めた規程を整備し、当該規程を適正に運用するよう努めなければならな

い。 

４ 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める規程の整備、当該規程の適正な運用その他必

要な事項の指導を行わなければならない。 

５ 出資法人等は、公開の申出に係る回答に対して異議の申出があったときは、当該実施機関に

対し、助言を求めるものとする。 

６ 前項の規定による助言を求められた実施機関は、出資法人等に対し当該公開の申出に係る第

３項の文書等の提出を求め、必要と認めるときは、審査会に当該文書等を提出して、審査会の

意見を聴くものとする。 

７ 審査会は、前項の規定により意見を求められたときは、実施機関に対する不服申立てに係る

諮問案件の審査手続に準じた手続により、意見をまとめるものとする。 

 （情報の公開に関する制度の改善） 

第３３条 実施機関は、行政文書の公開手続等の迅速化その他この条例に基づく情報の公開に関

する制度の公正かつ能率的な運営を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 実施機関は、前項の規定により、情報の公開に関する制度の改善についての施策を立案し、

及び実施するに当たっては、審査会の意見を聴かなければならない。 
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 （運用状況の公表） 

第３４条 実施機関は、毎年、この条例の運用状況について、一般に公表するものとする。 

（委任） 

第３５条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年７月１日から施行する。 

（平塚市公文書公開条例の廃止） 

２ 平塚市公文書公開条例（平成４年条例第２０号。以下「旧条例」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際、旧条例第５条の規定により、現にされている公文書の公開請求 

は、この条例第４条の規定による公開請求とみなす。 

４ この条例の施行の際、現にされている旧条例第１２条に規定する行政不服審査法の規定に基

づく不服申立ては、この条例第１５条に規定する同法に基づく不服申立てとみなす。 

５ 前２項に規定するもののほか、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧条例

の規定によって行われた処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの

は、この条例の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。 

６ この条例は、施行日前に作成し、又は取得した電磁的記録については、データベース（論文、

数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索ができる

ように体系的に構成したものをいう。）等を除いて適用しない。 

７ 施行日前に旧条例第９条第１項の規定により諾否の決定を行ったが、公開を実施していない

行政文書について、施行日以後に公開を実施する場合における手数料については、なお、従前

の例による。 

８ 旧条例第１３条第１項の規定により置かれた平塚市公文書公開審査会は、この条例第１８条

第１項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。 

９ この条例の施行の際、現に旧条例第１３条第３項の規定により委嘱された審

査会の委員である者は、施行日にこの条例第１８条第３項の規定により審査会

の委員として委嘱されたものとみなす。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

１０ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和３１年条例第２３

号)の一部を次のように改正する。 

 別表中「公文書公開審査会委員」を「情報公開審査会委員」に改める。 

附 則(平成１６年１２月２０日条例第１８号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 


